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◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
名
寄
出
張
所 

☏
０
１
６
５
４―

２―

３
９
２
１ 

           

 

の
消
費
税
及
び 

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

 

▼
令
和
７
年
分
に
お
い
て
申
告
が
必
要

な
個
人
事
業
者
の
方 

①
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を

受
け
て
い
る
事
業
者 

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
で
あ
る

課
税
期
間

基
準
期
間
の
課
税
売
上

高
に
関

課
税
事
業
者
と
な
り

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

の
申
告
が
必
要

 

②
令
和
５
年
分
の
課
税
売
上
高

 

万
円
を
超
え
る
事
業
者 

③
令
和
５
年
分
の
課
税
売
上
高

 

万
円
以
下
の
事
業
者

令
和
６
年
12
月
末

消
費
税

を
提
出
し

て
い
る
事
業
者 

④
②
及
び
③
に
該
当
し
な
い
場
合

令

和
６
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
６

月
30
日
ま
で
の

の

課
税
売
上
高
が

万
円
を
超

え
る
事
業
者 

特
定
期
間
に
お
け
る 

万
円
の
判
定

課
税
期

間
の
初
日
に
お
い
て
非
居
住
者
で
あ

る
個
人
事
業
者
の
場
合
を
除

課
税

売
上
高
に
代

給
与
等
支
払
額
の

合
計
額

 

(

注)

事
業
の
用
に
供
し
て
い
た
建
物
や

機
械
な
ど
の
譲
渡
収
入

課
税
売
上

高
に
含

 

▼
申
告

留
意
点 

に
お
い
て
申
告
が

必
要
な
個
人
事
業
者
の

に
当
て
は

ま
る
方

の
課
税
売
上
高

万
円
以

下

令
和
７
年
分
の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
・
納
付
が

必
要

 

○
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
書

個
人
番

の
記
載
及
び
申
告
さ
れ
る
ご
本
人

の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
写
し

の
添
付
が
必
要

注
意

還
付
申
告

に
金
額
を
記
載
し
た
申
告

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

の
方
が
提
出
す
る
場
合

を
除

当
該
提
示
等
を
省
略
す

 

○
免
税
事
業
者
の
方
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
た

録
を
受
け
た
日
か
ら
課
税
事
業
者
と

な
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

 

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

名
寄
税
務
署 

☏
０
１
６
５
４―
２―
２
１
５
７ 

      

西 

町 

木
村 

鈴
子

67

 

西
原
町 

村
上
美
津
子

80

 

元 

町 

笹
川
た
か
子

91

 

屯
田
町 

笹
島
ト
シ
イ

83

 

東 

町 

細
田
日
出
男

85
歳 

    

☆
次
の
方
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に
ご

寄
付

厚
く
お
礼

申
し
上

 

厚
志

感
謝

 

５
万
円 

元 

町 

半
沢
美
津
子 

様 

５
万
円 

元 

町 

古
山 

信
行 

様 

３
万
円 

屯
田
町 

笹
島 

佐
一 

様 

５
万
円 

東 

町 

細
田
佳
代
子 

様 
  

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部 

か
ら
の
お
知
ら
せ

 自衛官候補生(男子・女子) 

応募

資格 
18歳以上32歳以下 

受付

期間 

年間を通して行っております。 

※随時受け付けております。 

試験日 ※細部受付時にお知らせします。 

会場 ※細部受付時にお知らせいたします。 

   

 

お
く
や
み 

感
謝
の
窓 

名
寄
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ 

次

月
20
日
か
ら
２
月
18
日

ま
で
に
届
け
出

 


